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遺族厚生年金が受け取れる場合 
遺族年金と老齢年金の併給

公的年金には、遺族給付、
障害給付、老齢給付の3つ
の給付があり、原則として、
どれか一つの年金を受け取
るとほかの年金は受け取れ
ないしくみになっています。

ところが、遺族年金と老齢年
金が同時に支払われる（併
給）場合があります。それ
は、奥さまが老齢厚生年金
を受け取っているとき、世帯
主が亡くなってしまったよう

な場合です。
下図に示すように、奥さま
の老齢厚生年金に加えて遺
族厚生年金を受け取ること
ができます。
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